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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するため、実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築し、経営の
透明性と健全性を確保していくことが必要不可欠であると考えております。内部統制の整備、運用及び継続的な見直しを通して、当社グループ役
員及び従業員が全ての企業活動において社会倫理に適した行動をとることがでいるよう、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化に向け努め
てまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-7：関連当事者取引】

当社は、法令及び取締役会付議・報告事項に関する内規に従い、当社と取締役または主要株主との間の取引について取締役会の決議を求める
とともに、子会社・関連会社との重要な取引について取締役会に報告しています。

【原則2-6：企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、現時点においては、アセットオーナーとして企業年金の積立て等の運用に関与しておりません。

【原則3-1(ⅲ)役員報酬の決定方針及び手続】

当社グループの取締役及び執行役員の個別の報酬等の決定方針と手続きにつきましては、本報告書の「II.1.【取締役報酬関係】」及び有価証券報
告書にて開示していますので、ご参照願います。

（有価証券報告書）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100VIYR/00.pdf

【原則3-1(ⅳ)役員の選解任に係る方針及び手続き】　

当社は、取締役会の諮問機関として、過半数の委員を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しています。

委員会においては、選任基準に基づき推薦された役員候補者に関し、選任の妥当性等の審議を行ったうえで取締役会へ答申を行っており、当社
グループの取締役及び執行役員の指名に関し公正性・透明性・独立性・客観性を高めることに寄与しております。

また、任期途中の解任は、役員規程、執行役員規程並びに指名報酬委員会規程に基づき、指名報酬委員会で決定又は答申のうえ取締役会にお
いて決議等を行うこととなっております。

なお、当社グループの業務執行系役員に関する指名プロセスの詳細については本報告書の「II.2.（2）①役員指名プロセスの改善」及び有価証券
報告書にて開示していますので、ご参照願います。

（有価証券報告書）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100VIYR/00.pdf

【原則3-1(ⅴ)個々の役員の選任理由】

当社は、取締役個々の選任理由について「株主総会招集ご通知」にて開示しておりますので、ご参照願います。

（第8期定時株主総会）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/announcement/97049/00.pdf

（第9期定時株主総会）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/announcement/107709/00.pdf

【補充原則4-1①取締役会の役割・責務（１）（経営陣に対する委任の範囲）】

当社は、取締役会規程において、経営方針、事業・予算計画など、取締役会において決議・報告すべき事項を定めています。また、具体的な業務
執行の権限委譲については、職務権限規程によりこれを定め、委任の範囲を明確にしています。法令事項、定款事項、重要な業務執行の決定に
ついては、取締役会の決議事項とするとともに、経営環境の変化に応じた意思決定のスピードアップを図るため、職務権限規程に定め、一定事項
を執行役員等に権限委譲しています。

【原則4-8独立社外取締役の有効な活用】

当社においては、現在、7名の取締役のうち4名が独立社外取締役です。独立社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識から、当社の経営全般に



関して独立した立場から助言を行い、経営の意思決定及び監督についての機能を強化する役割を担っています。

また、当社は、当社グループの役員の指名・報酬等の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに、説明責任を強化し当社コーポレート・ガ
バナンスの充実を図るべく、取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、過半数の委員を独立社
外取締役で構成することが規程上定められていることに加え、より公正な判断を行える体制を構築することを企図し、現行の委員会においては監
査等委員である独立社外取締役が委員長を務めております。

【補充原則4-10①任意の委員会の活用】

当社では、当社グループの取締役及び執行役員の指名・報酬等の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに、説明責任を強化し当社コー
ポレート・ガバナンスの充実を図るべく、社外取締役がその構成員の過半数を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。これにより、役
員の選任や報酬決定のプロセスへの社外役員の関与が強化されることで、執行を担う経営陣に牽制を働かせております。

なお、委員会の構成や開催状況につきましては、本報告書の「Ⅱ.1【任意の委員会】」をご参照願います。

【補充原則4-11②取締役の他社兼任】

当社の取締役は、必要となる時間・労力を確保しその役割・責務を適切に果たしております。また、当社は、取締役に対して定期的に兼任状況の
確認を行っており、取締役の兼任状況については、毎年「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。

（第9期定時株主総会）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/announcement/107709/00.pdf

【補充原則4-11③取締役会の実効性に関する分析・評価】

当社は、2024年12月期より取締役会の実効性評価を導入いたしました。2024年12月期の結果につきましては、本報告書の「II.2.（2）③取締役会実
効性評価の実施」及び有価証券報告書にて開示していますので、ご参照願います。

（有価証券報告書）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100VIYR/00.pdf

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

土井 悠之介 1,743,000 32.03

SBIホールディングス株式会社 1,631,300 29.98

伊藤 翔太 202,900 3.73

新宅 央 189,200 3.48

株式会社Macbee Planet 150,000 2.76

鑓水 葵 85,800 1.58

加藤 誠悟 73,000 1.34

古瀬 豪 73,000 1.34

江竜 寛之 57,400 1.05

高木 秀邦 56,300 1.03

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．当社は、自己株式を430,608株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 12 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

柳沢　和正 他の会社の出身者

結城　愛子 他の会社の出身者 △

橋口　晶子 公認会計士

桃崎　有治 公認会計士

川添　丈 弁護士



※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

柳沢　和正 　 ○ ―――

柳沢和正氏は、経営コンサルタントとしての豊
富な経験とコンサルティング事業に関する幅広
い知見を有しており、当社グループが成長して
いくにあたり、経営の重要事項の決定及び業務
執行の監督などに十分な役割を果たしていくこ
とが期待できるものと考えております。また、指
名報酬委員会の審議においては、当社の経営
における重要な事項に関し、企業戦略に関す
る専門的な観点から、積極的な意見・提言を
行っています。これらのことから、今後も当社グ
ループの経営監督を担う立場として適任である
と判断し、社外取締役に選任しております。

結城　愛子 ○ 　 ―――

結城愛子氏は、国内大手システムインテグレー
ターである株式会社NTTデータにおける業務経
験によりIT・デジタル領域に知見を有しており、
当社の属する業界の外部環境を理解しつつ、
適切な監査・監督が期待できる人物であると判
断し、監査等委員である社外取締役に選任し
ております。

橋口　晶子 ○ ○ ―――

橋口晶子氏は、公認会計士としての豊富な監
査経験と財務及び会計に関する専門的な見識
のほか、上場企業の常勤監査役を長年務めた
経験から経営全般に関する高い知見を有して
おり、当該知見を活かして、当社の経営全般に
有益な指摘や意見をいただき、独立した立場
から当社監査体制の一層の強化を図ることが
期待できる人物であると判断し、監査等委員で
ある社外取締役に選任しております。

桃崎　有治 ○ ○ ―――

桃崎有治氏は、長年にわたり公認会計士として
企業の監査に携わっており、企業の財務及び
会計に関する専門的な見地から、業務執行の
監査に求められる判断力、識見等を有し、当社
社外監査役として業務執行全般の監査に取り
組む等ガバナンス強化に努めた実績から、今
後も同氏の知見を活かした適切な監査・監督
が期待できる人物であると判断し、監査等委員
である社外取締役に選任しております。

川添　丈 ○ ○ ―――

川添丈氏は、弁護士としての豊富な経験と法
律に関する幅広い知見から、監査に求められ
る判断力、識見等を有し、社外監査役として当
社のコンプライアンス体制の確立に尽力いただ
く等、当社の監査体制の強化に貢献いただい
た実績から、今後も同氏の法的知見を活かし
た適切な監査・監督が期待できる人物であると
判断し、監査等委員である社外取締役に選任
しております。

【監査等委員会】



委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 2 0 4 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会は、内部監査部門との連携により監査等を実施していることから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置しておりませ
ん。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の相互連携については、監査に関する情報共有や協議等を行うことで連携を図り、監査の実効性
と効率性の向上に努めております。また、監査等委員会と内部監査部門の間で定期的な会合を行うなど密に連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬等の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに、説明責任を強化し当社コーポレート・ガバナン
スの充実を図るべく、社外取締役がその構成員の過半数を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。これにより、役員の選任や報酬決
定のプロセスへの社外役員の関与が強化されることで、執行を担う経営陣に牽制を働かせております。

本委員会においては、取締役会からの諮問又は委任を受けて、当社グループの取締役及び執行役員の指名及び報酬に関する事項について審
議を行い、答申又は取締役会から委任された事項の決定を行っております。

（指名報酬委員会の出席状況）

2024年12月期における個々の委員の出席状況は以下のとおりです。

土井　悠之介　代表取締役（委員）　　　　　　　　　　8回/8回

柳沢　和正　　社外取締役（委員）　　　　　　　　　　 8回/8回

桃崎　有治　　社外取締役・監査等委員（委員長） 5回/6回

（補足）

1．桃崎有治氏は2024年3月より指名報酬委員会の委員に就任しております。

2．委員会としてより透明性が高く公正な判断が可能な体制を構築する観点から、2024年12月期の9月に開催された指名報酬委員会より、代表取
締役である土井悠之介氏に代わり、社外取締役（監査等委員）である桃崎有治氏が委員長を務めております。

3．2025年3月29日開催定時株主総会終了時に社外取締役を退任した松本勇気氏は、2024年12月期に開催された指名報酬委員会8回全てに出
席しています。



【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意欲・士気向上のため、取締役（社外取締役を除く）に対して業績連動報酬及びストックオプションを付与しております。

業績連動報酬の詳細については、「II.1.【取締役報酬関係】」及び有価証券報告書にて、ストックオプションの詳細については有価証券報告書又は
適時開示にて、それぞれ開示していますので、ご参照願います。

（有価証券報告書）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100VIYR/00.pdf

（2025年2月27日付　募集新株予約権（中長期業績連動型新株予約権）の発行に関するお知らせ）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/tdnet/2574335/00.pdf

（2025年2月27日付　中長期業績連動型新株予約権及び譲渡制限付株式報酬の導入について【補足説明資料】）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/tdnet/2574361/00.pdf

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

上記付与対象者に対し、業績向上に対する意欲・士気向上のため、ストックオプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役に対する2024年12月期に係る報酬等は次のとおりです。

2024年12月期末現在の取締役（社外取締役を除く）は2名、社外取締役は6名です。

（１）取締役（社外取締役を除く）の報酬額（対象となる役員の員数：2名）

・固定報酬　　　　　　　　40,480千円

・年次業績連動賞与　　　　　0千円

・株式報酬（固定）　　　　5,476千円

・株式報酬（業績連動）　　　　0千円

（２）社外取締役の報酬額（対象となる役員の員数：6名）

・固定報酬　　　　　　　　31,300千円

・株式報酬（固定）　　　　　582千円



（補足）

1.年次業績連動賞与については、2024年12月期において費用計上すべき額を記載しており、2024年12月期における年次業績連動賞与は算定の
結果、支給無しとなっております。

2.株式報酬については、2024年12月期において費用計上すべき額を記載しており、2024年12月期において交付した株式はありません。なお、2024
年12月期の株式報酬のうち業績連動分については算定の結果、支給無しとなっております。

3.株式報酬の固定分のうち社外役員の区分に計上されている金額は、全て監査等委員でない社外取締役に係るものとなっております。

4.役員ごとの連結報酬等の総額等に関しては、連結報酬等の総額等が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、取締役等（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決
議し（2025年2月14日開催の取締役会において一部改定）、本方針に従い、役員報酬制度を設計・運用しております。

監査等委員である取締役の報酬については、固定報酬のみの支給とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協
議により決定しております。

取締役等（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、次のとおりであります。

１．基本方針

当社グループの取締役及び執行役員（監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがない限り本方針において同様とする。）の報酬は、当社
グループの持続的な成長と企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能し、当該取締役及び執行役員の意欲をより高め、かつ役位・職
責に応じ、各人の業績貢献度や経営状況も総合的に勘案したうえで、適切で公正なバランスの取れたものとする。具体的には、①固定報酬、②短
期インセンティブとしての年次業績連動賞与、及び③中長期インセンティブとしての業績連動型株式報酬の３種類による報酬構成とする。

２．固定報酬の個人別の報酬等の額及び算定方法の決定に関する方針

当社グループの取締役及び執行役員の固定報酬は、例月報酬とし、毎年一定期日に固定金額を定めて支給するものとする。その報酬額は役位・
職責に応じて総合的に決定する。

３．年次業績連動賞与及び株式報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関
する方針を含む。）

年次業績連動賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した報酬とし、各事業年度の利益の目標値に対する
達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、各人ごとの管掌範囲や経営計画
との整合性等を考慮しつつ、適宜、環境の変化等に応じて見直しを行う。株式報酬は、中長期の企業価値向上と連動性のある報酬構成とすること
を目的とし、各事業年度の利益の目標値に対する達成度合、及び役員株式給付規程に基づき役位等を勘案して定まるポイントを、毎年一定の時
期に付与、当社グループの取締役及び執行役員の退任時に付与した累計ポイントに相当する自社株式及び一定の割合の金銭の給付を行う。当
社の社外取締役については、年次業績連動賞与は支給せず、また、株式報酬については業績非連動とし、役員株式給付規程に基づき役位等を
勘案して定まるポイントを毎年、一定の時期に付与、退任時に付与した累計ポイントに相当する自社株式及び一定の割合の金銭の給付を行う。た
だし、株主総会もしくは取締役において解任の決議をされた場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に
当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できないこととする。

４．固定報酬の額、年次業績連動賞与の額又は株式報酬の額の取締役等の個人別の報酬等

種類別の報酬割合については、役位・職責に応じて適切に設定するが、概ね、固定報酬50％～80％、業績連動賞与10％～15％、株式報酬10
％～40％とする。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

当社グループの取締役及び執行役員の年度報酬は、審議プロセスの客観性・透明性を高めるため、代表取締役1名と過半数の社外取締役で構
成される指名報酬委員会により決定する。なお、委員長は委員の互選によって定めるものとする。

【社外取締役のサポート体制】

当社はコーポレート本部 経営企画ユニット及び経営管理ユニットにて取締役会資料の事前配付や各種情報提供等を行うことで、社外取締役をサ

ポートしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。

（取締役会）

当社の取締役会は、取締役7名（うち、社外取締役5名）で構成されております。原則として月1回開催される定時取締役会と必要に応じて臨時開催
される臨時取締役会に取締役が出席し、法令、定款及び「取締役会規程」等に従い、経営に関する重要事項の審議・決定並びに取締役の業務執



行状況を監督、監視しております。

（グループ経営会議）

当社は、経営に関する重要事項について審議し、その運営を円滑に行うため、常勤取締役、執行役員以上の職位の者及び代表取締役が別途指
名する者で構成されるグループ経営会議を設置しております。グループ経営会議は原則として月1回開催され、株主総会及び取締役会の決定した
業務執行に関する事項の具体的運営に関する事項等の重要事項について審議しております。

（監査等委員会）

当社の監査等委員会は、社外取締役4名（うち、常勤監査等委員2名）で構成されております。原則として月1回開催される定時監査等委員会と必
要に応じて臨時開催される臨時監査等委員会に監査等委員である社外取締役が出席し、法令、定款及び「監査等委員会規程」等に従い、監査方
針、監査計画等を決定しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携し、監査等委員会にて決定された方針に基づき業務監査を行って
おります。

（会計監査人）

当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。選任においては、当社の業務内容及び会計方針
に精通していること等の要素を複合的に勘案し、適切な会計監査人を選任しております。

（内部監査室）

内部監査室は、当社及び当社の会社法上の子会社を対象範囲として、業務活動及び諸制度の運用状況について内部監査を実施しております。
内部監査室は代表取締役及び監査等委員会に直属し、部門長の任免と報酬は、代表取締役と監査等委員会の協議の上で取締役会に答申し、
取締役会が決定することなどで独立性を確保しております。また、監査結果や指導等による改善状況を代表取締役及び取締役会（監査等委員会
を含む。）に報告することとしております。

（指名報酬委員会）

当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬等の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに、説明責任を強化し当社コーポレート・ガバナン
スの充実を図るべく、社外取締役がその構成員の過半数を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。これにより、役員の選任や報酬決
定のプロセスへの社外役員の関与が強化されることで、執行を担う経営陣に牽制を働かせております。

（２）コーポレート・ガバナンスの充実に向けた施策等

当社は2024年12月期において、外部専門家の意見も取り入れつつ、取締役会及び指名報酬委員会における議論を経て、新たに以下の①～③の
施策を導入しております。

①役員指名プロセスの改善

ガバナンス上のリスクとなりうる人材を役員に選任することを可及的に回避するとともに、高いインテグリティを備えた人材を登用することを企図
し、当社グループの業務執行役員に係る指名プロセスを、より客観的かつ透明性の高いプロセスへと改善いたしました。2025年12月期の役員人
事は本プロセスに則り決定をしております。新しい指名プロセスの対象となる役員及びプロセスの概要は次のとおりです。

＜プロセスの対象となる役員＞

・当社及び当社のグループ会社である株式会社プロジェクトカンパニーの業務執行取締役及び執行役員

・その他の当社のグループ会社の代表取締役

＜役員指名プロセスの概要＞

（ⅰ）候補者の推薦

選任基準に沿って、業務執行部門において候補者を推薦する

（業務執行役員の主な選任基準）

人格に優れ高い倫理観（インテグリティ）を有していることに加え、職務の執行について善管注意義務・忠実義務を適切に果たし、当社グループの
持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献するための資質(「インテグリティ」「利他性」「周囲の評価、人から頼られているか、組織を統率す
る能力」「責任感、仕事への向き合い方、成果へのコミット」)を備えていること

（ⅱ）第三者等へのヒアリング

（ⅰ）の基準を満たしているかなどの観点で、第三者等へヒアリングを行う

（ⅲ）webテスト

役員候補者にwebテスト等を課し、コンプライアンス・ハラスメント観点で役員としてふさわしい資質を保持しているかを確認

（ⅳ）指名報酬委員会における議論・選任

（ⅰ）～（ⅲ）で得られた情報をもとに、以下を整理したうえで指名報酬委員会において議論・選任

（ⅴ）研修の実施

（ⅰ）～（ⅳ）を経て就任が内定した役員向けに、規範意識強化のための研修を実施

②役員在任中のモニタリング及び規範意識の強化

上述の役員指名プロセスを経て役員に就任した後も、継続的に役員の意識改革を推し進めること、現任役員の緊張感を維持することを企図し、役
員在任中のモニタリング、規範意識の強化に係る施策を実施することを決定いたしました。

（ⅰ）従業員ヒアリング

役員評価のための従業員ヒアリングを実施し、ヒアリング結果を指名報酬委員会に報告

（ⅱ）役員インタビュー

各役員が選任方針に沿った職責を果たしているかを確認するためのインタビューを実施

（ⅲ）研修の実施

役員として求められる規範意識の継続的な強化のため、専門家や外部機関等を活用した研修を実施



③取締役会実効性評価の実施

当社は、ガバナンス体制の構築のために実施する各種取組の効果等を検証し、更なる運用改善を図るため、2024年12月期より取締役会実効性
評価を新たに導入いたしました。

取締役会実効性評価の実施に当たっては、第三者機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。2024年10月に全取締役（８名）を対象にアン
ケートを実施しました。回答方法は第三者機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。第三者機関からの集計結果の報告を踏まえたう
えで、2024年11月26日の定時取締役会において、アンケートの集計結果及びアンケートを通じて明らかになった取締役会の課題点等への対応方
針を報告いたしました。

アンケート項目及び結果概要は次のとおりです。

＜アンケ―ト項目＞

アンケートの質問票の大項目は次のとおりです。設問ごとに５段階で評価する方式とし、自由コメント欄を設けております。

・取締役会の構成

・取締役の運営

・取締役会の議論

・取締役会のモニタリング

・取締役（監査等委員を含む）に対する支援体制

・株主（投資家）との対話

・取締役自身の取組み

・指名報酬委員会の運営

・総括

＜アンケート結果の概要＞

アンケートの回答から、総括として取締役会は一定実効的に機能しているという結果は得られたものの、主な課題等として以下が挙げられており
ます。

（主な課題等）

・取締役会の構成に関し、経営戦略を踏まえつつ、当社グループとしてあるべき全体像（役員の員数、多様性、求められるスキル等）の検討が必
要

・取締役会の運営・議論に関し、より分かりやすい情報・資料提供、経営戦略・事業進捗のフォローアップの実施及びフォローアップを行うためのよ
り適切なKPIの特定等が必要

・取締役会のモニタリングに関し、当社グループ全体の内部統制システム及び経営戦略・計画上の潜在的なリスクとその対処法についての監督の
充実・強化が必要

今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで対応を進め、取締役会の機能・実効性を一層高める
取組を推進してまいります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、2024年3月より監査等委員会設置会社へ移行しております。現在のコーポレート・ガバナンス体制では、取締役会において社外取締役比
率が高まるとともに、取締役会における議決権を有する監査等委員が監査・監督機能を担うことにより、取締役会の監督機能の強化によるコーポ
レート・ガバナンスの一層の充実を図ることができていると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主各位が株主総会の議案について十分検討できるよう、招集通知の当社ホームページ

での早期掲載、及び発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定 株主各位の出席の便宜を図るため、可能な限り集中日を避けて実施しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーに関する基本方針を定め、当社ホームページにおいて公表
しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 定期的に開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的に開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにおいて、プレスリリース・決算短信・決算説明資料・有価証
券報告書等のIR資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 コーポレート本部 経営企画ユニットにおいてIR関連業務を遂行しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社「コンプライアンス要領」として規定し、役職員に対して公開することにより周知徹底を
しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主や投資者をはじめとするステークホルダーに対して必要な企業情報を適時適
切に開示することを重要な経営課題と位置づけ、東京証券取引所が定める適時開示規則
等の関連法令・諸規則に則り、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行
うこととしております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正を確保するため、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定め、企業グループの内部統制システムの運
用を行っております。その内容は、下記のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①役職員が法令・諸規則を順守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を実践する体制を確保するため、コンプライアンス規
程を整備する。

②会社における業務活動及び諸制度の運用状況について評価・検討することで、法令等の順守の徹底を図るため、内部監査規程を整備し、定期
的な内部監査を実施する。

③法令違反行為、社内規程違反行為及びコンプライアンス違反行為に関する通報及び相談を適切に処理するため、内部通報制度を整備する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①重要な会議体議事録、法定帳簿、決算関連書類その他重要文書は、法令及び社内規程等に基づき、適切に記録、保管、管理等を行う。

②取締役が常時これらの文書等を閲覧できる体制を確保する。



３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理に関する基本的事項を定め、適正な業務運営を行うため、リスク管理規程を整備する。

②全社的なリスク管理を推進するため、リスク管理委員会を設置し、リスクの洗い出し及び評価、リスク管理の実施状況の把握その他リスク管理
に関して必要な業務を行う。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催
し、機動的な業務執行を行う。

②株主総会及び取締役会の決定した業務執行に関する事項の具体的運営に関する事項その他経営に関する重要事項について審議し、その運
営を円滑に行うため、グループ経営会議を設置する。

③効率的な職務の執行を確保するため、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等を整備し、各職位の権限及び責任の明確化を行う。

５．次に掲げる体制その他の当該会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①子会社の取締役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者（③及び④において「取締役等」という。）の職務の執行に係
る事項の親会社への報告に関する体制

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

６．監査等委員会の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び当該使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①監査等委員会の求めがある場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置く。

②監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた補助使用人は、その指示に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの指揮命
令を受けないものとする。

③監査等委員会は、補助使用人の人事等について、必要に応じて意見を述べることができる。

７．監査等委員会への報告体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①役職員は、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報規程に基づく通報状況等を定期的かつ随
時に監査等委員会に報告する。

②監査等委員会は、必要に応じて、役職員に対して事業の報告を求めることができる。

③役職員は、会社の業務において法令違反行為が行われ、又はその疑いがある場合で、コンプライアンス規程に基づく等の是正処置がとられて
いないことを知ったときは、当該行為を監査等委員会に報告することができる。

④前号の報告を行った役職員は内部通報規程によって保護されるものとし、当該報告を理由として不利益な取扱いは受けないものとする。

８．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項

①監査等委員は、その職務の執行について生ずる費用について、会社から前払又は償還を受けることができる。

②監査等委員は、必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合、監査等委員監査等規程に定めるところにより、当該費用を会社に請求するこ
とができる。

③監査等委員は、その役割・責務に対する理解を深め、必要な知識の習得や更新のために、日本監査役協会等が主催する研修等を受ける場
合、当該費用を会社に請求することができる。

９．その他監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制

①監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席し、必要と認めたときは意見を述べることがで
きる。

②監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針等について説明を受けるとともに、会社が対処すべきリスクや課題等について
意見を交換する。

１０．反社会的勢力対応に関する基本方針

①反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図る。

②反社会的勢力に対しては、警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と緊密に連携して対応を行う。

③反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。

④反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。

⑤反社会的勢力に対する裏取引及び資金提供は絶対に行わない。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、前記「内部統制システムに関する基本方針」において反社会的勢力対応に関する基本方針を定め、社内外に公表しております。また、当
該基本方針の下、次のとおり社内体制を整備しております。

①社内規程の整備

反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対応規程」並びに「反社会的勢力対応要領」及び「反社会的勢力チェック要領」を制定し、反社会的

勢力との一切の関係を排除するための体制整備その他の対応に関する事項を定めております。

②対応管轄部署及び不当要求防止責任者の設置

当社は、反社会的勢力対応の主管部署をコーポレート本部 経営管理ユニットと定めるとともに、反社会的勢力対応に関する総括責任者として、経

営管理管掌取締役を選任しております。また、経営管理部長を暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者として選任しております。

③外部の専門機関との連携

当社コーポレート本部 経営管理ユニットを窓口として、警察、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関との連携を行っております。警察への

不当要求防止責任者の選任の届出や、暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員への加入を行い、平素より外部専門機関との連携関係を
構築するよう努めるとともに、有事の場合は、法律相談、通報、法的手続の依頼などを行う体制作りを行っております。



④反社会的勢力に関する情報の収集・管理

当社コーポレート本部 経営管理ユニットにおいて、反社会的勢力に関する情報の一元的管理及び蓄積を行うとともに、反社会的勢力に関するセミ

ナーへの参加等を通じた積極的な情報収集に努めております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




